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１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 ⑴ 職員数（各年 4月 1日現在） 

区 分 

職 員 数 

主な増減理由 
令和6年度 令和7年度 増 減 数 

消 防 職 員 
 

237人 
 

242人 

3人 新規採用  

 
 

 

うち女性職員 
 

 

 
 

 

5人 
 

 

 
 

 

5人 
 

（注）他の地方公共団体へ派遣している職員 2 人及び再任用職員を含みます。 

 

 ⑵ 職員採用試験の状況（令和 6年度） 

試験区分 募集人数 申込者 受験者 最終合格者 採用者 

大 卒 3人 31人 22人   8人   6人 

短大・高卒 3人 7人 5人   4人   3人 

合 計 6人 38人 27人   12人   9人 

 

 ⑶ 職員の採用状況（令和 6年 4月 2日～令和 7年 4月 1日） 

 
採用区分 

 

職種区分 

採用試験 
人事交流に 

よる採用 
再任用職員 合 計 

 
消防吏員 

 

 
9人 

 

 
0人 

 

 
3人 

 

 
12人 

 

（注）再任用職員の任期は 1 年であり、任期の更新も採用として計上しています。 

 

 ⑷ 職員の退職状況（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

 
退職区分 

 

職種区分 

定年退職 
自己都合 

退  職 
勧奨退職 死亡退職 その他 合 計 

 

消防吏員 

 

 

0人 

 

 

6人 

 

 

0人 

 

 

0人 

 

 

0人 

 

 

6人 

 

（注）再任用職員の任期は 1 年であるため、任期を更新する場合もその他に退職として計上しています。 
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２ 職員の給与の状況 

 ⑴ 人件費の状況（令和 6年度） 

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A） 令和5年度人件費率 

2,894,264千円 2,035,522千円 70.3％ 73.3％ 

 ⑵ 職員の平均給料月額及び平均年齢（令和 7年 4月 1日現在） 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

 

329,832円 

 

 

420,428円 

 

 

39.9歳 

 

（注）1 平均給料月額とは、令和 7 月 4 月 1 日現在における職員の基本給の平均です。 

   2 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸

手当の額を合計したものです。 

 

 ⑶ 職員の初任給の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 大垣消防組合 国 

大学卒 225,600円 220,000円 

高校卒 194,500円 188,000円 

 

 ⑷ 経験年数・学歴別平均給料月額（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

大学卒 281,720円 324,950円 375,350円 

高校卒 254,100円 279,933円 342,760円 

（注）該当する職員が１人以下の場合は、その前後の職員の給料月額を平均して計算しています。 

 

 ⑸ 職員の級別職員数と構成比（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 

合計 標準的な 

職務内容 
主事補 主事 主任 主査 係長 

課長補佐     
課長 

対策官 
部長 

職員数 12人 47人 33人 55人 38人 36人 16人 2人 239人 

構成比 5.0％ 19.7％ 13.9％ 22.9％ 15.9％ 15.0％ 6.8％ 0.8％ 100％ 

（注）1 標準的な職務内容とは、それぞれの職務の級に該当する代表的な職名です。 

   2 再任用職員 3 人は含みません。 
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 ⑹ 職員手当の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 内 容 

 
 
 

期末手当 
勤勉手当 

 

 

 

 
            期末手当        勤勉手当 
   6月期      1.225月分         1.025月分 
   12月期      1.275月分        1.075月分 
   計        2.5月分          2.1月分 
 

職制上の段階、職務の級等による加算措置・・・有 

 
 
 
 

退職手当 

 
 

 

 
           自己都合       定年・勧奨 
勤続20年       19.6695月分      24.586875月分 
勤続25年       28.0395月分      33.27075月分 
勤続35年       39.7575月分      47.709月分 

最高限度額      47.709月分       47.709月分 

その他の加算措置・・・定年前早期退職特例措置 2％～20％加算 

特殊勤務

手  当 

職員全員に占める手当支給職員の割合 100％ 

支給対象職員１人当たり平均支給年額 165千円（令和6年度支給額） 

手当の種類（手当数） 5 

主な手当の名称 消防職員手当、機関員手当、救急出動手当 

時 間 外 

勤務手当 

支給総額 115,063千円（令和6年度支給額） 

（43,205時間分の夜間勤務手当を含む。） 

職員１人当たり平均支給年額    485千円（令和6年度支給額） 

（約182時間分の夜間勤務手当を含む。） 

扶養手当 

配偶者                                 3,000円 

配偶者以外の扶養親族            1人につき、子は11,500円、父母等は6,500円 

満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの間にある子   1人につき、5,000円加算 

住居手当
 

借家・借間の場合（家賃月額16,000円を超える場合に限る。） 

                ・・・家賃の額に応じ28,000円を限度に支給 

通勤手当 

交通機関等利用者・・・運賃額に応じ55,000円を限度額に支給 

自動車等利用者（2km以上（片道）の使用者に対し支給） 

                           ・・・距離に応じ月額2,900円から19,400円を支給 
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 ⑺ 特別職の報酬（令和 7年 4月 1日現在） 

区 分 種別 報酬額 

議  長 日額 2,500円 

副 議 長 〃 2,000円 

議  員 〃 1,500円 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 ⑴ 勤務時間・休日（令和 7年 4月 1日現在） 

勤務の区分 毎日勤務者 交替勤務者 

勤務時間 

8時30分から17時15分まで 

7時間45分（休憩時間を除く

。） 

8時30分から翌日8時30分まで 

15時間30分（休憩時間、仮眠時間を除く。） 

（3週間を平均して1週間当たり38時間45分勤

務） 

休憩時間
 

12時00分から13時00分まで
 

12時15分から13時00分まで 

17時15分から18時00分まで 

上記のほか仮眠時間7時間が割り振られてい

ます。 

週 休 日     日曜日及び土曜日 3週間につき6日 

休  日
 

国民の祝日 

年末年始（12月29日から翌年1月3日まで） 

 

 ⑵ 休暇制度（令和 7年 4月 1日現在） 

休暇名 付与日数 内容 

有 

 

給 

 

休 

 

暇 

年次有給休暇 1年につき20日間 
年の中途で採用された者は採用月に応じて付与

する。翌年に限り20日を限度として繰越可  

病気休暇
 

必要と認められる期

間（90日以内有給） 

負傷・疾病のため療養する必要があり、勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合の休暇                       

特別休暇
 

必要と認められる期

間 

・ 選挙権その他公民としての権利を行使する場

合 

・ 裁判員、職務に関し証人、鑑定人として出頭

する場合 

・ 骨髄移植のための骨髄液を提供する場合 

・ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関

の事故等により出勤することが著しく困難であ

ると認められる場合 

・ 感染症予防法による交通遮断又は隔離の場合 
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有 

 

給 

 

休 

 

暇 

特別休暇 

5日以内（イ、ウにつ

いて 2人以上の場合

にあっては10日） 

ア 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会

に貢献する活動を行う場合 

イ ・義務教育終了前の子又は孫を養育する職員

がその子又は孫の看護（負傷・疾病）を行う

場合。  

   ・義務教育終了前の子又は孫を養育する職員

が、その子又は孫が在籍する児童福祉施設又

は教育施設の休業に伴い、その子又は孫の世

話を行う場合。  

   ・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある子又は孫のある職員が、その子又は

孫が在籍し、又は在籍することとなる児童福

祉施設若しくは教育施設の行事等であって市

長が定めるものに出席する場合。 

ウ 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖

父母、孫及び兄弟姉妹を2週間以上にわたり介護

及び通院の付き添い等の必要な世話を行う場合 

連続する6日以内
 

・ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他

の結婚に伴い必要と認められる場合 

産前6週間以内 

産後8週間 

・ 妊娠中及び出産後を通じて引き続く14週間以

内の休養として与えられる場合 

2日以内 ・ 職員の妻が出産する場合 

1～7日以内 ・ 職員の親族が死亡した場合 

4日以内 

・ 夏季の期間（6月1日～10月31日）の新たな家

族づくり、育児・家庭生活の充実、心身の健康

の維持及び増進のための休暇 

1日2回 

それぞれ30分以内 

・ 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の

保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 

 
無

給

休

暇
 

 
介護休暇 

 
6月以内 （時間単位で

給与を減額） 

 
・ 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖

父母、孫及び兄弟姉妹を2週間以上にわたり介護

する場合 

 
介護時間 

 
1日 2時間以内、連続

する 3年以内（時間単

位で給与を減額） 

・ 要介護者の介護をする場合 

休業の種類 休業の内容 

育児休業 
3 歳に満たない自分の子を養育するため、その子が 3 歳に達するまで

育児休業をすることができる。 

修学部分休業 
大学その他の教育施設における修学のため、2年を超えない期間内で、

1週間を通じて 19時間 25分を越えない範囲で勤務しないことができる。 
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高齢者部分休業 
55歳から定年退職までの期間内で、１週間を通じて１９時間２５分を

超えない範囲内で勤務しないことができる。 

自己啓発等休業 
大学等課程の履修のためである場合は 2 年、国際貢献活動のためであ

る場合は 3年を超えない期間内で休業することができる。 

配偶者同行休業 

外国での勤務等のため外国に住所又は居所を定めて滞在する配偶者

と、当該住所又は居所において生活を共にするため、3 年を超えない期

間内で休業することができる。 
         

 

 ⑶ 年次有給休暇の取得状況（各年 1月 1日～12月 31日） 

 令和5年の平均取得日数 令和6年の平均取得日数 

日 勤 者 9.9日 9.3日 

交替勤務者 12.2日 9.2日 

全 職 員 11.8日 9.2日 

 

 ⑷ 介護休暇の取得状況（令和 6年度） 

 介護休暇取得者数 

 男性職員 0人 

女性職員 0人 

 

 ⑸ 育児休業の取得状況（令和 6年度） 

 育児休業取得者数 部分休業取得者数 

男性職員 2人 0人 

女性職員 該当なし 該当なし 
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４  職員の分限及び懲戒処分の状況  

 ⑴ 分限処分  

   分限処分とは、職員の身分保障を前提として、一定の事由によって職員がその職務を十 

  分果たすことができない場合のみ、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処 

  分をいい、公務能率の維持向上を図るための制度です。分限処分には、免職、休職、降任 

  及び降給の 4種類があります。  

 

 ・分限処分者数（令和 6年度）                            
 

処分の種類 
 

処分事由 

免職 休職 降任 降給 合計 

勤務成績が良くない場合 － － － － 0人 

心身の故障の場合 － － － － 0人 

職務に必要な適格性を欠く場合 － － － － 0人 

職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合 
－
 

－
 

－
 

－
 

0人
 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － 0人 

合  計 0人 0人 0人 0人 0人 

 

 ⑵ 懲戒処分 

    懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を問うことにより、公務員の規律を 

   維持することを目的として、任命権者が職員に制裁として科する処分をいいます。懲戒処 

   分には、戒告、減給、停職及び免職の 4種類があります。  

 

 ・懲戒処分者数 （令和 6年度）                    

処分の種類 
 

処分事由 

 
 

戒告 

 

 
 

減給 

 

 
 

停職 

 

 
 

免職 

 

 
 

合計 

 

法令に違反した場合 － － － － 0人 

職務上の義務に違反し又は職務を怠

った場合  
－ － － － 0人 

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行があった場合 
－
 

－
 

－
 

－
 

0人
 

合  計 0人 0人 0人 0人 0人 

 

５ 職員の服務の状況 

 ⑴ 服務態度に関する実施状況  

     地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）に定められた職員としての義務を周知するため、 

  幹部会議や通知文書により、服務規律の徹底を図っています。 
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 ⑵ 営利企業等への従事許可の状況（令和 6年度）                   

区 分 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その

他人事委員会規則で定める地位を兼ねるもの 
0件 

自ら営利を目的とする私企業を営むもの  0件 

上記を除き､報酬を得て事業又は事務に従事するもの 4件 

合        計 4件 
                 
 

６ 職員の退職管理の状況 

  当消防組合では職員の退職管理を適正に確保するため、退職する職員に対し再就職情報等

の聞き取り調査を行っています。 

 

７  職員の研修及び勤務成績の評定の状況  

 ⑴ 職員研修の状況  

    「組織づくりは人づくり」という認識のもと、これまでの固定概念や手法にとらわれな 

  い、創造性豊かな人材育成を目指し、職員の資質の向上、能力の開発、組織の活性化を助 

  長させるため、職員研修の一層の充実を図りました。  

 
① 階層別研修・基本研修等（令和 6年度）                                          

研修名 受講者 研修日数 研修の目的 

新規採用職員研修（消防学校

入校前） 
5人 5日 

公務員として必要な責務を自覚させる

とともに、消防職員としての基礎知識・技

術を身につけさせ、住民の身体、生命財産

を守るという使命を自覚させる。 

機関員研修（採用4年目） 9人 0.5日 
機関員として必要な知識・技術の向上を

図り、車両の安全運転を確保する。 

主任研修 6人 0.5日 

主任に求められる能力や姿勢を再認識

させ、小隊長として自隊を統率し、隊員の

安全を確保しながら部隊を効果的に運用

する方法を身につける。 

主査研修 7人 0.5日 

若手職員育成のため、教育技法を習得さ

せ、組織の中軸を担う立場として、主査の

役割について学ぶ。 

係長級研修 2人 0.5日 

新任係長として必要な視野と見識を高

め、指揮能力の向上を図る。また、係長の

役割を理解し、組織に必要なマネジメント

能力・人材育成能力の向上を図る。 

課長補佐級研修 2人 0.5日 

職場の業務遂行能力を向上させ、組織の

使命を現場レベルで達成できる職務能力

体制の確立を図る。 

対策官級・課長級研修 2人 0.5日 

時代の変化をリードする課長、対策官の

役割、行政経営戦略を学び経営能力の育成

を図る。 
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② 専門研修（令和 6年度）                                                        

研修名 受講者 研修回 研修の目的 

総務研修 該 当 ・ 希 望 職 員 2回 総務業務に関する高度な知識の習得を図る。 

予防研修 担当職員等 4回 予防業務に関する高度な知識の習得を図る。 

消防研修 該当職員等 7回 消防業務に関する高度な知識の習得を図る。 

救助研修 該当職員等 10回 救助業務に関する高度な知識の習得を図る。 

救急研修 該当職員等 6回 救急業務に関する高度な知識の習得を図る。 

各種伝達研修 希望職員等 4回
 

消防大学校で学んだ高度な知識を共有する。 

 

③ 派遣研修 （令和 6年度）                                                    

研修場所及び研修名 受講者 研修日数 研修の目的 

消

防

大

学

校 

 

幹部科 1人 46日 消防に関する高度の知識及び技術を総合

的に修得させ、消防の上級幹部たるに相応

しい人材を養成する。 

警防科 

 

 

1人 50日 警防業務に関する高度の知識及び技術を

専門的に修得させるとともに、教育指導者

等としての資質を向上させる。 

新任教官科 1人 13日 新任の消防学校教育訓練担当職員等に対

し、その職に必要な知識及び能力を専門的

に修得させる。 

火災調査科 1人 50日 火災調査業務に関する高度の知識及び技

術を専門的に修得させるとともに、教育指

導者等としての資質を向上させる。 

岐

阜

県

消

防

学

校 

 

警防科 3人 17日 警防行政の現状や課題を理解するととも

に、火災をはじめとする各種災害に的確に

対処できる、専門的知識・技術を修得させ

る。 

予防査察科 3人 15日 予防行政の現状や課題及び予防関係の知

識を理解するとともに、的確な指導や違反

処理等を遂行できる能力を修得させる。 

救助科 

 

3人 29日 救助行政の現状や課題を理解するととも

に、救助業務に必要な専門的知識・技術を

習得させる。 

中級幹部科 3人 9日 消防司令補又は消防司令に対して、人事管

理、指揮能力等の中級幹部として必要な知

識及び技術を修得させる。 

水難救助科 1人 5日 水難救助に必要な専門的知識・技術及び水

難救助に関する指導者としての能力を修

得させる。 
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通信指令の救急に係る

教育 

2人 2日 通信指令員として、救急現場におけるバイ

スタンダーに対して有効な口頭指導がで

きる能力を修得させる。また、消防本部内

において通信指令員に対して教育指導が

できる知識を修得させる。 

大規模災害対応に係る

教育 

1人 3日 広域応援等の応援がすぐに見込めない状

況で、所属する市町村消防本部や管轄の消

防団で、同時多発的に発生した火災、家屋

倒壊、土砂災害等の各種災害に対応できる

知識・能力を修得させる。 

ホットトレーニング指

導者講習 

 1人 3日 ホットトレーニングの指導担当者又は担

当予定者に対して、ホットトレーニング訓

練の指導に必要な知識及び技術を修得さ

せる。 

ドローン操作研修 2人 1日 近接できない災害現場等で、ドローンを活

用した現場の状況把握、ドローンの熱探知

機能を活用した要救助者の捜索や、安否確

認等の情報収集活動を行うことができる

知識・能力を修得させる。 

救急救命士集合研修 50人 4日 全運用救急救命士及び今後運用が見込ま

れている救急救命士に対して、「救急救命

士に対する再教育ガイドライン」に基づき

教育を実施する。 

処置範囲拡大追加講習 2人 2日 新処置の資格を有していない薬剤投与救

急救命士で地域ＭＣ協議会が推薦する者

に対して、救急現場において処置範囲拡大

に求められる能力を修得させる。 

ＭＣ救命士養成講習 2人 3日 県ＭＣ協議会のもと、消防学校の特別教育

として、各消防本部において救急隊員の教

育訓練を企画及び運営を行う指導的役割

を担うことができる「ＭＣ救命士」を養成

する。 

ビデオ喉頭鏡追加講習 3人 1日 県メディカルコントロール協議会のもと

消防学校の特別教育として、ビデオ喉頭鏡

を使用した気管挿管について必要な知識、

技術を修得させる。 

救急救命東京研修所 1人 6か月程度 救急救命士法に定める救急救命士免許を

取得させる。 

救急救命名古屋研修所 1人 6か月程度 救急救命士法に定める救急救命士免許を

取得させる。 

指導救命士養成研修 2人 30日 救急業務に必要な医学的知識及び技術を

修得させる。 

救急救命士就業前病院実習 4人 20日 救急業務に必要な医学的知識及び技術を

修得させる。 

岐阜県市町村研修センター

等（階層別研修を除く。） 

延べ71人 延べ40日 専門的知識の習得及び問題解決能力の向

上を図る。 
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⑵ 人事評価の状況  

   職員の勤務実績や職務遂行能力を正しく評定し、人材育成、人事配置、給与処遇などに

活用するため、人事評価を実施しました。  

 

 ① 人事評価制度の特徴 

  ・職員の勤務実績や能力を正しく評定し、勤務実績に基づく公平な取扱を行うことにより、

職員の資質向上及び志気高揚を図り、組織の活性化及び公務能率の増進を目指す。 

  ・人事評価を直属の上司が行うことにより、職員の長所をさらに伸ばし、不十分なところ

を適時に指導・助言する環境を創出し、効果的に職員の資質向上を目指す。 

  ・人事評価制度（評価基準、評価結果の取扱基準等）の公開により、職員の意識改革を目

指す。 

 

 ② 人事評価の評価者                         

区 分 
評価者 

第1次評価 第2次評価 

被評価者 

部長級職員 副管理者 管理者 

課長級職員 

・評価者が所属しない場合
は、※印の職員が評価する
ことを可能とする。 

副消防長又は消防次長（専

任のみ） 

※消防長 

消防長 

※副管理者 

対策官級職員 課長級職員 消防長 

係長級職員 

・評価者が所属しない場合
は、※印の職員が評価する
ことを可能とする。 

対策官級職員 

※課長級職員 

課長級職員 

※消防長 

一般職員 係長級職員 課長級職員 

再任用職員 第1次、 第2次とも係長級職員の例による。  

会計年度任用職員 課長級職員  

 

 ③ 評定項目                             

区 分 評価項目 
被評価者区分 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

業 績 業績・業務目標達成度 〇 〇 〇 〇   

能 力 

管理・指導能力  〇 〇    

折衝・調整能力  〇 〇    

判断･意思決定能力  〇 〇    

企画力  〇 〇 〇   

理解能力   〇 〇   

知識・技能・情報収集能力    〇  ○ 

実行能力    〇 〇  

体力（署所のみ）   〇 〇 〇  

態 度 経営間隔  〇 〇    
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チャレンジ力   〇 〇   

市民志向（４課のみ）   〇 〇   

協調性    〇 〇  

執務態度等勤勉性    〇  〇 

責任感    〇 〇  

※  被評価者区分  Ａ:部長級職員 Ｂ :課長級・対策官級職員 Ｃ :係長級職員  

Ｄ :一般職員 Ｅ : 再任用職員 

Ｆ :会計年度任用職員  

 

８  職員の福祉及び利益の保護の状況 

 ⑴ 福利厚生制度に関する状況 

 ・健康管理等に関する状況（令和 6年度）           

区 分 対象者 受診者数 

心電図・聴力検査・血液検査・Ｘ線間接撮影 全職員     210人 

特定業務従事者健康診断 交替勤務職員 196人 

ストレスチェック 全職員 227人 

インフルエンザ予防接種 全職員（希望者） 206人 

Ｂ型・Ｃ型肝炎抗体検査 抗体を持っていない職員 177人 

4種（麻疹風疹・水痘・ムンプス・破傷風） 抗体を持っていない職員 5人 

 

 ・職員互助会の状況 

職員の相互扶助と福利の増進を図ることを目的として組織されている大垣市役所職員等

共済会に加入しています。 

共済会の事業 内  容 

給付事業 結婚祝金、出産祝金、入学卒業祝金、銀婚祝金、病気見舞金、災害見舞金等 

貸付事業
 

生活資金貸付 

貸付要件:災害、傷病、分娩その他物資購入等のため資金を必要とするとき 

福利厚生事業
 

売店（市役所、市民病院）、食堂（市役所、病院）の運営宿泊助成、生活

習慣病予防検診助成 

 

 ⑵ 共済制度  

    共済制度（民間企業の社会保険に相当）として、市町村職員が加入する岐阜県市町村職

員共済組合に加入しています。  

共済組合の事業 内  容 

短期給付 

健康保険制度に相当します。 

保険給付（療養費、移送費、出産費、埋葬料等）、休業給付（傷病手当金

、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金）、災害給

付（弔慰金、災害見舞金） 

長期給付 
厚生年金制度に相当します。 

退職共済年金、障害共済年金、障害手当金、遺族共済年金の支給 

福祉事業 温指定宿泊施設の助成、生活習慣病予防対策事業、住宅資金貸付等の実施 
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⑶ 公務災害補償制度    

   公務上の災害の防止については、任命権者が常に留意し努力すべきことは当然のことで

すが、不幸にして公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)や通勤途上に災害を受けた場

合には、災害補償制度が適用されます。災害補償には、療養補償、休業補償、障害補償、

遺族補償、葬祭補償等があります。 

 

 ・公務災害認定件数 （令和 6年度） 

区 分 認定件数 

公務による災害 2件 

通勤による災害 0件 

 

９  公平委員会に係る業務の状況 

  大垣消防組合は、公平委員会に係る事務を岐阜県人事委員会へ委託しています。  

 

 ⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況  

 令和4年度末の 

係 属 件 数        

令和5年度中の 

新規要求件数        

令和5度中の 

処 理 件 数        

令和6年度への 

繰 越 件 数        

措置要求 0件 0件 0件 0件 

 

 ⑵ 不利益処分についての不服申立ての状況  

 令和4年度末の 

係 属 件 数        

令和5年度中の 

新規申立て件数         

令和5年度中の 

処 理 件 数        

令和6年度への 

繰 越 件 数        

不服申立て 0件 0件 0件 0件 

 


